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一般社団法人 sunnysmile協会 

受講規約 

 

この受講規約（以下「本規約」といいます）は、一般社団法人 sunnysmile協会（以下

「当協会」といいます）のすべての講座（子育てコーチングに関する各種講座、ママ塾に

おける各会員向けの講座、コンサル、体験会、講習会等を含み、オンライン、チャット、

動画、対面等の提供方法にかかわらず、以下「本講座」といいます）を受講される受講者

（以下「受講者」といいます）が本講座の受講に際して遵守すべき事項を定めたもので

す。本講座受講の際には本規約が適用されますので、お申込み前に必ずお読みください。 

［キャンセルポリシー］ 

本講座は、クーリング・オフ規定の対象外です。ご契約後、本講座に関する教材、テキ

スト、資料、データ、動画視聴のための URL等が提供された後、または本講座に関する

サービスの全部または一部が提供された後に、受講者都合での解約があった場合におい

ても、一切返金はなされませんので、予めご了承ください。分割支払いの場合は、ご契

約時に合意した毎月の支払いが完了するまでお支払いいただく必要があります。詳しく

は、第５条（キャンセルポリシー）をご確認ください。 

［コンサルティング契約書］ 

当協会所定の各会員向けの講座受講、コンテンツ利用の際は、別途当協会所定の「コン

サルティング契約書」の締結が必要になります。 

 

 

第１章 ［総則］ 

第１条（適用） 

1. 本規約は、当協会と受講者との間において適用され、受講者による本講座の受講条件を

定めるものです。受講者は、本規約のすべてに同意した上で、申し込みをされたものと

みなされます。 

2. 当協会から受講者に提供される本規約以外の本講座にかかるガイドライン、説明書き、

注意書き、その他受講者へ別途配布または提示される資料等があった場合、これらに記

載の事項も本規約の一部を構成するものとします。 

3. 当協会は、以下の場合に、自らの裁量により本規約を変更することができるものとしま

す。 

(1) 当該変更が、受講者の一般の利益に適合するとき 

(2) 当該変更が、受講者による受講の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内

容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであ

るとき 
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4. 当協会は、本規約を変更する場合、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の

内容とその効力発生日を受講者に電子メールで通知するか、または Web サイト上に掲

示することにより通知するものとします。 

5. 変更後の本規約の効力発生日以降に受講者による本講座の受講があったときは、受講

者は、当該変更に同意したものとみなします。 

 

第２条（受講申込） 

本講座の申込みについては、当協会より別途案内される所定の方法で行っていただき

ます。なお、各講座に受講資格要件の定めがある場合は、受講者は、この要件を満たし

たうえで受講申込を行うものとします。 

 

第３条（受講契約の成立） 

1. 当協会が前条に定める受講申込みを受領後、受講者に対して当該講座の受講を承認し

た旨メール等により通知した時点をもって、本講座にかかる受講契約は成立するもの

とします。 

2. 前項の成立にかかわらず、運営上やむを得ない事由により本講座の開講日時や講座内

容等が変更となる場合があります。 

 

第４条（受講料等および支払い方法） 

1. 受講者は、本講座の受講料等（当協会所定の認定試験を受験する場合は、別途試験料）

を、所定の支払方法で支払うものとします。なお、受講料等の支払いにかかる手数料（銀

行振込の際の振込手数料を含みます）は、受講者負担となります。 

2. 受講者都合による欠席、途中退席、遅刻その他いかなる理由においても、受講料等の返

金はされませんが、受講者の体調不良などやむを得ない事由による場合は、当協会と別

途調整のうえ別日に振替実施される場合があります。 

 

第５条（キャンセルポリシー） 

本講座は、クーリング・オフ規定の対象外です。受講契約の成立後、本講座に関する教

材、テキスト、資料、データ、動画視聴のための URL 等が提供された後、または本講座

に関するサービスの全部または一部が提供された後に、受講者都合での解約があった

場合においても、一切返金はなされません。分割支払いの場合は、事前に合意した支払

方法にて、全額を支払う必要があります。なお、講座ごとに別途キャンセルポリシーの

定めがある場合は、そのキャンセルポリシーに従います。 

 

第６条（講座内容） 

1. 本講座の内容については、当協会所定のカリキュラムの通りとします。 
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2. 受講者は、事前に講座概要として案内される本講座の内容を十分に確認したうえで、本

講座の申込みを行うものとします。なお、受講申込み後にやむを得ず本講座の内容に変

更が生じた場合は、受講者に対しメールその他の方法により通知されます。この場合、

当該通知をもって、当協会と受講者間の受講契約に適用され変更されるものとします。 

 

第２章 ［権利義務］ 

第７条（権利帰属） 

1. 本講座に関する所有権および知的財産権（本講座の受講に伴い、受講者へ提供される本

講座の内容、当協会保有の知見、運営ノウハウおよびこれに関する資料や情報に関する

著作権等を含みます）は、全て当協会その他当該権利の正当な権限を有する者（以下「権

利者」といいます）に帰属しており、かつ受講者には移転しないものとします。 

2. 受講者は、いかなる理由によっても当協会または権利者の知的財産権を侵害する行為、

または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。  

 

第８条（受講に際しての自己責任）  

1. 受講者は、自己の判断および責任において本講座を受講するものとし、本講座の受講と

当該受講に伴う自らの一切の行為、およびその結果についても、一切の責任を負うもの

とします。また受講者は、本講座の受講により知得した情報等に基づいて受講者が下し

た独自の判断および起こした行動によりいかなる結果が生じた場合（第三者に教授等

したことによる場合を含みます）においても、当協会はその責を負いません。 

2. 受講者は、オンラインにて本講座の受講をする場合、通信端末、通信環境の設定、イン

ターネット接続サービスその他本講座を受講するために必要となる機器およびサービ

スを、自らの責任と負担において準備するものとします。当協会は、本規約に明示する

場合の他、通信環境の不整備や不使用または接続不能等による受講不能や不具合につ

いて、一切の責任を負いません。 

 

第９条（非保証等） 

1. 本講座の受講により提供された情報等につき、当協会は、受講者に対し、これらに関す

る内容・品質・正確性・適法性（知的財産権や第三者の権利非侵害を含みます）・有用

性・信憑性・特定の目的への適合性等を保証するものでなく、いかなる責任をも負いま

せん。 

2. 本講座の受講に関連して受講者間または受講者と第三者との間において生じた紛争等

については、当該当事者の責任において処理解決するものとし、当協会はこれらについ

て一切責任を負いません。  

 

第１０条（機密情報） 
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受講者は、本講座の受講に伴い、提供を受け、または知得した当協会の機密情報（本講

座の内容を含む営業上、技術上、財産上、その他第７条（権利帰属）に定義する当協会

保有のノウハウに関する資料や情報を含みます）を適切に管理し、当協会の事前の承諾

なしに第三者へ開示または漏洩してはならず、また当協会の許諾する目的以外に使用

してはならないものとします。 

 

第３章 ［解除等］ 

第１１条（解除等） 

1. 当協会は、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知また

は催告することなく、当該受講者との受講契約を解除し、あるいは受講を停止させるこ

とができるものとします。また、当該受講者に対して付与された資格認定、権利、特典

等がある場合、当協会はこれらを剥奪することができるものとします。 

(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 

(2) 正当な理由なく当協会の指示や方針に従わなかった場合 

(3) 次に該当する行為があったと当協会が判断した場合 

① 当協会または第三者（第７条に定める権利者および他の受講者を含みます）の著作

権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または

侵害するおそれのある行為 

② 当協会の承諾を得ることなく、受講に伴い提供されたテキストや教材、動画コンテ

ンツ、データ、情報等の複製、模造（テキスト等や講座内容を模倣して自らが開発

したかのように創作などを行う行為を意味し、自らの事業のために使用する行為

を含みます）、配布、転載、印刷、不正使用、SNS などへアップロード等を行う行為 

③ 当協会やその関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手

段の如何を問わず、本講座の運営を妨害する迷惑行為 

④ 当協会より事前の承諾を得ることなく、当協会と関係のないサービス、商品、団体、

ビジネスを他の受講者や会員に営業、勧誘したりする行為（これらの勧誘や営業に

ついて必ず事前に協会の許可を事前に得る必要があります。） 

⑤ 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為 

⑥ その他、当協会が受講契約の継続を適当でないと判断する行為 

2. 当協会は、前項により損害を被った場合は、受講者に対して、その損害の賠償を請求す

ることができるものとします。  

3. 受講者は、第１項各号のいずれかの事由に該当した場合において、当協会に対して負う

受講料等の支払義務が残存する場合には、当該債務の一切について当然に期限の利益

を失い、直ちに全ての支払を行わなければならないものとします。  

 

第１２条（損害賠償） 
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1. 受講者は、本規約に違反することにより、または本講座の受講に関連して当協会に損害

を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。  

2. 受講者が、本講座の受講に関連して他の受講者または第三者との間で紛争が生じた場

合には、直ちにその内容を当協会に通知するとともに、自らの責任と費用負担において

処理解決し、当協会に一切迷惑をかけないものとします。  

3. 当協会は、本講座に関連して受講者が被った損害について、自らの責めに帰すべき事由

によるものであった場合を除き、賠償の責任を負いません。なお、当協会が受講者に対

して損害賠償責任を負う場合においても、その対象となる損害の範囲は、自らの帰責事

由の直接の結果として現実に当該受講者が被った通常の損害に限るものとし、その予

見およびその可能性の有無を問わず、いかなる特別損害、付属的損害、間接損害、逸失

利益その他の拡大損害について一切責任を負わないものとします。  

 

第４章 ［有効期間等］ 

第１３条（有効期間）  

本規約の有効期間は、第３条（受講契約の成立）の規定に基づく受講契約の成立の日か

ら効力を生じ、本講座の提供が終了したこと、あるいは解除、解約されたことによる当

該受講契約終結の日まで有効に存続するものとします。 

 

第１４条（存続条項） 

受講契約が終結した後においても、第７条（権利帰属）、第８条（受講に際しての自己

責任）、第９条（非保証等）、第１０条（機密情報）、第１１条（解除等）第２項および

第３項、第１２条（損害賠償）、本条（存続条項）、第１６条（反社会的勢力等）、第１

７条（譲渡等）、第１８条（完全合意）、第１９条（協議解決）および第２０条（合意管

轄）は、なお有効に存続するものとします。  

 

第１５条（肖像等） 

受講者は、 当協会が受講風景や受講中の様子を撮影し、その動画や画像等を Web サイ

トあるいは各種 SNS その他で公開、発信を行うことをあらかじめ了承するものとしま

す。また、当協会が撮影した画像や動画等における、肖像権等（顔の映り込みなども含

みます）の使用につき、これらの Webサイト等にて公開、発信する目的の範囲内に限り

使用することにあらかじめ同意いただきます。ただし、事前にこれらの公開等を希望さ

れない旨お申し出いただいた受講者については、（顔の映り込みなども生じないよう）

努めて対応させていただきます。その場合は適宜講師またはスタッフまで直接お申し

出くださいますようお願いいたします。 

 

第１６条（反社会的勢力等） 
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1. 受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約

するものとします。 

(1) 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから 5 年を経過しない者であ

ること 

(2) 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること 

(3) 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いている

こと 

2. 当協会は、受講者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該

受講者との受講契約を解除することができます。 

3. 当協会が前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により受講者に生じた

損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。 

 

第５章 ［雑則］ 

第１７条（譲渡等） 

受講者は、当協会の書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または本規約に基づ

く権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはな

らないものとします。 

 

第１８条（完全合意）  

本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否

かを問わず、両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。 

 

第１９条（協議解決） 

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、

本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。 

 

第２０条（合意管轄） 

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所また

は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 

 

附則    

20243 年 10月 1026 日 最終改定 

 


